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再生手続開始決定に関するお知らせ 

 

 当社の民事再生手続開始申立てにつき、本日午後 5 時、下記のとおり大阪地方裁判所よ

り民事再生手続き開始決定がなされましたのでお知らせいたします。 

 これにより当社は、法律の定めるところにより、事業再生のために全社一丸となって努

力してまいる所存でございます。 

 皆様におかれましては、今後とも引き続きご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

記 

1.民事再生手続き開始決定 

 当社の申立てに関する平成１５年（再）第 23 号民事再生手続開始申立事件について、 

平成 15 年 4月 10 日午後 5 時、大阪地方裁判所より民事再生手続き開始決定がなされまし

た。 

 

2.当社民事再生手続きの今後の予定 

 （1）再生債権の届出をすべき期間    平成１５年５月１５日まで 

 （2）認否書の提出期限         平成１５年６月６日 

 （3）一般調査期間           平成１５年６月１６日から 

平成１５年６月３０日まで 

 （4）報告書（民事再生法 124 条 2 項・125 条 1 項）の提出期限 

平成１５年５月１２日 

（5）再生計画案の提出期間の終期    平成１５年７月２４日  

以上 

 


